
（お知らせ） 

平成３０年６月２２日 

西日本高速道路株式会社 

四 国 電 力 株 式 会 社 

災害時の相互連携に向けた協定の締結について 

西日本高速道路株式会社（大阪市北区、代表取締役社長：石塚由成、以下「ＮＥＸＣＯ西日

本」）と四国電力株式会社（高松市丸の内、取締役社長：佐伯勇人、以下「四国電力」）は、災

害※1発生時における迅速な被災地復旧活動の展開を目的に、本日、両社の相互連携に関する協定

を締結いたしました。 

両社の連携による取り組み内容は以下のとおりです。 

◇災害時 

≪ＮＥＸＣＯ西日本から四国電力への協力≫ 

・緊急車両等の優先通行や緊急開口部※2の活用に関する便宜提供 

 ・災害時の活動拠点となるサービスエリア等スペースの提供 

≪四国電力からＮＥＸＣＯ西日本への協力≫ 

・電力施設等の被害状況および停電・復旧状況に関する情報提供 

・緊急車両等が移動の際に発見した高速道路の被害状況等の提供 

◇平常時 

・連絡会議および連携訓練等の実施による関係構築と災害対応力強化 

両社は、災害発生時における円滑な相互連携協力を通じて高速道路機能や電力供給の早期復旧

を図り、被災地の迅速な復旧・復興に資することで、地域社会に貢献してまいります。 

※1 災害とは、災害対策基本法第 2条第 1号に規定される地震、台風、豪雨などの自然現象等のことをいう。 

※2 高速道路のインターチェンジ以外で、緊急時等にのみ必要に応じて開放が可能な臨時出入口部分。 

（別紙）西日本高速道路株式会社と四国電力株式会社の連携に関する協定について 

以 上 
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1 １．協定概要 

○ 協定の名称 
    「西日本高速道路株式会社と四国電力株式会社の連携に関する協定」 

○ 目 的 
    災害発生時における迅速な被災地復旧活動の展開を目的とし、円滑な 
   相互連携を図る。 

○ 締結者 
    ・ 西日本高速道路株式会社     代表取締役社長   石塚  由成  
     ・ 四国電力株式会社          取 締 役 社 長    佐伯 勇人 



２．連携内容 

○連絡会議および連携訓練等の実施 

・電力施設等の被害状況及び停電・復旧状況に関する情報提供 
・緊急車両等が移動の際に発見した道路の被害状況等の提供 

迅速な被災地復旧活動を展開 

・緊急車両等の優先通行に関する便宜提供 
・緊急開口部の活用に関する便宜提供 
・災害時の拠点となるサービスエリア等スペースの提供 

～災害発生時における円滑な相互連携協力～ 

２ 

＜平 時＞ 

＜災害発生時＞ 



３．協定の範囲 

○ 四国電力⇔ＮＥＸＣＯの相互協力範囲 
  四国電力(株)の供給区域※のうち、ＮＥＸＣＯ  
  西日本が管理する高速道路沿線の市町村 
  ※徳島県、高知県、香川県（小豆郡全部、香川郡直島町を除く）、 
     愛媛県（越智郡上島町、今治市の一部［上浦町、大三島町、 
           伯方町、吉海町、宮窪町、関前］を除く） 
           

供給区域 

３ 

○ ＮＥＸＣＯから四国電力への情報提供範囲 
  ＮＥＸＣＯ西日本が管理する高速道路 
       ※サービスエリア・パーキングエリア及びそれらに付帯する給油所を含む。 

ＮＥＸＣＯ西日本が管理する道路 



４．連絡態勢の確立 
○ 災害発生時に連絡態勢を確立し、相互に協力して被害情報等必要な情報を共有  
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連絡 
報告 
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４ 

各事務所 

四国支社 

各支店・支社 



５．ＮＥＸＣＯ西日本による四国電力への協力 

連携 

早期送電 
緊急開口部の活用 

緊急車両・災害対応車両の通行 

被 

災 

地 
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旧 

サービスエリア等スペースの利用 

５ 

○災害時には相互協力を実施 
  災害が発生し相互協力が必要と判断した場合には、自らが行う業務に支障のない範囲で相互に 
 協力し、被災地の迅速な復旧に貢献する 



６．四国電力によるＮＥＸＣＯ西日本への協力 

緊急車両等が移動の際に 
発見した道路被害情報 

停電・復旧状況の情報提供 

被 

災 

地 

の 

復 

旧 

早期道路復旧 

６ 

○災害時には相互協力を実施 
  災害が発生し相互協力が必要と判断した場合には、自らが行う業務に支障のない範囲で相互に 
 協力し、被災地の迅速な復旧に貢献する 

連携 

例）一般道を移動中に発見した損傷 



７．平常時からの災害復旧に関する連携・交流等 
○災害時に備え、平常時から「顔の見える関係」の構築 
  ・災害発生時に備え、平常時から災害対応の課題を共有し、相互の役割などを継続的に双方で確認 
  ・連絡会議や各種連携訓練等を通じて、災害対応力の強化を図る 

・各種連携訓練 

７ 

・連絡会議 



8．緊急車両等の通行経路イメージ（参考） 

Ａインター 

８ 

Ｂインター 
高速道路 

被災
地域 

○被災状況を踏まえた高速道路の通行帯と緊急開口部の活用により緊急車両等が 
  いち早く被災地域へ到着することが可能になる 

× 被災による通行不能箇所 
 
緊急開口部 

一般道 

道路被災 

『復旧活動の迅速化』 

緊急車両等の通行 
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